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平成３０年度市民税・都民税納税通知書のお知らせ
問納税通知書について＝市民税課市民税係・特別徴収係☎７２４・２１１４、
２１１５、納付について＝納税課☎７２４・２１２１、証明書について＝市民税課
諸税証明係☎７２４・２８７４

策定しました

町田市障がい福祉事業計画（第５期計画）
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３

ハチの巣を見つけたら
問生活衛生課☎７２２・７３５４

南多摩斎場

保守点検に伴う臨時休業日
問南多摩斎場☎７９７・７６４１

ご利用下さい！
移動図書館そよかぜ号
問さるびあ図書館☎７２２・３７６８、堺図書館☎７７４・２１３１

５月３０日はごみゼロデー

　　　　 ２０１８年度 美化キャンペーン
問環境保全課☎７２４・２７１１

　市では、毎年５月３０日のごみゼ
ロデーを中心に美化キャンペーン
を実施しています。
　今年は、５月２５日㈮に鶴川駅周
辺で、地域の方 ・々関係団体・まちだ
サポーターズの皆さんと連携し、
散乱ごみ一斉清掃を実施します。
　皆さんも、この機会に自宅周辺
の散乱ごみ清掃や定期的な清掃活
動など、地域の環境美化にご協力
をお願いします。
【清掃活動にご協力下さる方へ】
　清掃活動で集めるごみは、公共
の場所に散乱したポイ捨てごみに
限ります。拾い集めたごみは、自宅
で「資源とごみの出し方」に従って
分別し、通常の家庭ごみの出し方
でお出し下さい。

　この計画は、障害者総合支援法に
基づき、２０１８年度からの３年間につ
いて、市の障害福祉サービス等の必
要量を見込み、提供体制の確保をは
かるための方策を定めたものです。
　この計画に基づいて、市では、今後
さまざまな取り組みを展開していき
ます。
　計画の冊子は、５月１８日㈮から各市
立図書館で閲覧できるほか、市政情

　暖かくなると、女王バチが越冬か
ら目覚めて、雨や風をしのげる軒下
や樹木等に巣を作り始めます。初期
の段階であれば比較的とりやすいの
で、日ごろから家の周りを点検して
おきましょう。
　なお、市では駆除を行っていませ
ん。スズメバチの巣など自主駆除が
困難な場合は、専門業者の（公社）東
京都ペストコントロール協会（☎０３
・３２５４・００１４）へ駆除を依頼して下
さい。
【ハチの巣を見つけた場合】
○近寄らない
○いたずらしない（石を投げない・棒

　納税通知書を６月４日に発送し
ます。６５歳以上（４月１日時点）で
公的年金に係る雑所得がある方の
納税通知書は、６月１５日に発送し
ます。
　市民税・都民税が給与から差し
引かれる方は、勤務先へ税額通知
書を５月１８日に発送します。
　納付は、コンビニエンスストア
でもできます（納付書の左下にバ
ーコードの印字があるものに限
る）。また、携帯電話・スマートフォ
ンによる納付（モバイルレジ）・Ｐａ
ｙ‒ｅａｓｙ（ペイジー）口座振替受付
サービスもあります。
【平成３０年度市民税・都民税課税
（非課税）証明書は次の日程で発行
します】
①給与から差し引かれる方＝５月
１８日以降
②個人で納付する額がある方＝６
月４日以降
③６５歳以上（４月１日時点）で公的
年金に係る雑所得がある方＝６月
１５日以降

※①と②を併せて納付する方は６
月４日以降、①または②により納
付する方でも③に該当する方は６
月１５日以降の発行になります。コ
ンビニエンスストアでの自動交付
サービスの手続きをすでに済ませ
ている方は６月１５日以降の自動交
付が可能となります。
発行場所市民課（市庁舎１階）、市
民税課（市庁舎２階）、各市民セン
ター、町田・南町田・鶴川の各駅前
連絡所、玉川学園・木曽山崎の各コ
ミュニティセンター
費１通につき３００円（コンビニエ
ンスストアでの自動交付サービス
を利用の場合は１５０円）
○本人確認書類をお持ち下さい
　税務証明や閲覧の申請のために
窓口に来庁する方は、本人確認書
類をお持ち下さい（下表参照）。
　本人に代わって請求する場合は
委任状等の書面が必要です。代理
で窓口に来庁する方も本人確認書
類をお持ち下さい。

　火葬炉の保守点検を行うため、下表のとおり臨時休業します。ご理解ご
協力をお願いします。

　燃やせるごみ・燃やせないごみ
は、有料の指定収集袋のほか、ボラ
ンティア袋もご利用いただけま
す。ボランティア袋を利用する場
合は、袋に「ボランティア袋カー
ド」記載の登録番号を必ず記入し
て下さい。
※ボランティア袋の利用には、３Ｒ推
進課（☎７９７・７１１１）や各市民セン
ター等で事前の登録が必要です。
※資源ごみは、ボランティア袋を
使用せず、資源集積所に直接お出
し下さい。
※市道に放置された自転車は木曽
自 転 車 等 保 管 場 所（ ☎７９１・
４３６６）へ。その他の大きなごみ
は、道路管理課（☎７２４・４２４５）へ
お問い合わせ下さい。

報課（市庁舎１階）で
販売します（１冊２００
円）。なお、町田市ホー
ムページでダウンロ
ードもできます。
※音声読み上げ対応
のテキスト版もあり
ます。点字版・音声版については、障
がい福祉課へお問い合わせ下さい。

でつつかない）
【ハチが近くにいる場合】
○手で払わない（ハチは攻撃された
と思い、刺すことがあります）
○大声を出したり、走り回ってハチ
を刺激しない
○ゆっくりと静かに立ち去る
※アシナガバチの巣の駆除用とし
て、簡易な防護服の貸し出しを町田
市保健所（中町庁舎）で行っていま
す。アシナガバチとスズメバチの巣
の見分け方や駆除方法については、
お問い合わせいただくか、町田市ホ
ームページをご覧下さい。
市HP ハチ対策  検索

　そよかぜ号は、図書館が遠い地
域の方でも本が借りられるよう
に、約３５００冊の本を積み、市内６６
か所を巡回しています。各巡回場
所には２週間に１度、４０分～５０分
間停車します。
　そよかぜ号では、本の予約サー
ビスや、利用券の発行も行ってい
ます。
　巡回日程・場所は、町田市立図書

館ホームページでご覧いただけま
す。また、各市立図書館では巡回日
程表を配布しています。

本人確認書類　（①は１点で、②は２点で、または②１点＋③１点で確認）

①
運転免許証等官公署発行の免許証もしくは資格証明書（写真付き）、マイナンバ
ーカード（写真付き）、旅券、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード
（写真付き）、身体障害者手帳、療育手帳など

②
健康保険証、各種年金証書及び年金手帳、住民基本台帳カード（写真無し）、生活
保護受給証明書、地方公共団体交付の敬老手帳、①の書類が更新中に交付される
仮証明書や引換書類、本人宛納税通知書など

③ 学生証、法人が発行した身分証明書、キャッシュカードなど

　本会議･委員会を下表のとおり開催します。開会時間は午前１０時で
す（６月７日は午後１時）。

問議会事務局☎７２４・４０４９
6月定例会・常任委員会を開催します

本会議・常任委員会日程（予定）
月 日 曜日 内　　　　容

６

７ 木 本会議（提案理由説明）
８ 金 議案説明会・全員協議会
１２ 火

本会議（一般質問）
１３ 水
１４ 木
１５ 金
１８ 月
１９ 火 本会議（質疑）
２０ 水 文教社会常任委員会･建設常

任委員会
２１ 木 総務常任委員会・健康福祉常

任委員会
２２ 金 常任委員会予備日
２９ 金 本会議（表決）

議会を傍聴しましょう
※本会議・常任委員会は町田市議会
ホームページでインターネット中継
・録画中継をしています。スマート
フォンやタブレット端末でもご覧い
ただけます。
※会議の日程・時間等は変更になる
ことがあります。

ツイッターで情報発信
Twittｅrアカウント名=町田市議会

（町田市公式）＠mａchidａ_gikａi

保守点検に伴う業務予定� （○＝平常どおり、×＝休業）

火葬業務
式場利用 受　付 霊安室

（※）告別式 通　夜 電話申込
（※） 使用料

５月１７日㈭ ○ ○ × ○ ○ ○
５月１８日㈮
臨時休業日 × × × ○ × ○

５月１９日㈯
友引日 × × ○ ○ × ○

（※）業務時間は午前８時３０分～午後１０時です。


